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２０１５年９月１６日
桑名市人権センターはーとふる
人権・同和問題学習講座
（くわなメディアライヴ）

楽しく学ぶ高齢者の福祉と人権

桑名市保健福祉部地域介護課
中央地域包括支援センター（障害福祉課併任）

社会福祉士 西村 健二

桑名市 ゆめ はまちゃん （ゆるキャラグランプリ2014 三重県内第１位）
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本日のながれ

講義 約６０分

１．地域包括支援センター

２．認知症

３．介護と障害



１．地域包括支援センター
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KUWANA CENTRAL COMMUNITY SUPPORT CENTER

木曽三川と長島輪中

人権・同和問題学習講座
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社会福祉士とは

・社会福祉士ってなに？

・社会福祉士及び介護福祉士法に
定められた国家資格です。

・社会福祉士の専門性とは・・・
介護福祉士は「介護」の専門職
社会福祉士は「相談」の専門職



明らかになった問題を解決に導く段階悩みの原因を明らかにする段階
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全国の社会福祉士

資格名
登録者数
（全国）

登録者数
（三重県）

社会福祉士 188,853人 3,009人

介護福祉士 1,386,293人 20,086人

精神保健福祉士 68,975人 871人
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桑名市役所の社会福祉士
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8

地域包括支援センターとは

・地域包括支援センターってなに？
・高齢者の医療・保健・福祉・介護に関する
総合相談窓口
・幅広い相談に対応するため、
保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員を配置
・桑名市内に６か所あり、
小学校区ごとに担当が決まっている
・社会福祉士は、成年後見制度の利用支援、
高齢者虐待の対応など、
主に高齢者の権利を護る仕事（権利擁護）を担当
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地域包括支援センター一覧

センター名 担当地区 所在地 電話番号

東部地域
包括支援センター

精義・立教・修徳・大成・
城東（地蔵・東野を除く）

内堀51番地 24-8080

西部地域
包括支援センター

桑部・在良・七和・久米 西金井170番地 25-8660

南部地域
包括支援センター

日進・益世・城南・
城東（地蔵・東野のみ）

江場776番地5 25-1011

北部西地域
包括支援センター

筒尾・松ノ木・大山田・星見ヶ丘・
野田・藤が丘・陽だまりの丘・多度

多度町多度1丁目1番地1 49-2031

北部東地域
包括支援センター

大和・新西方・深谷・長島 長島町松ヶ島66番地 42-2119

中央地域
包括支援センター

全域 中央町2丁目37番地 24-5104
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名称 担当地区 委託先
社会
福祉士

保健師
看護師

主任介護
支援専門員

その他
（事務員・
相談員等）

兼務
専門職

合計

中央 全域 直営 ２ ３ １ ８ ７ ２１

東部
精義・立教・

城東・修徳・大成
医療
法人

２ １ ２ ２ ― ７

西部
桑部・在良・七和・
久米・星見ヶ丘

社会福
祉法人 ２ ２ １ － ― ５

南部 日進・益世・城南
医療
法人 ２ ２ ２ １ ― ７

北部東
大和・深谷・

長島
社協 ２ ２ ２ １ ― ７

北部西
大山田・藤が丘・

多度
社協 ４ ２ １ １ ― ８

合 計 １４ １２ ９ １３ ７ ５５

（平成27年9月1日現在）

（単位：人）

地域包括支援センターの職員配置



２．認知症
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KUWANA CENTRAL COMMUNITY SUPPORT CENTER

木曽三川と長島輪中

人権・同和問題学習講座
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DVD視聴

認知症サポーター養成講座
DVD視聴

（約１５分間）
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認知症高齢者数

・平成１６年１２月より、「認知症」を使用

・認知症高齢者の自立度Ⅱ以上 ２８０万人
認知症高齢者の自立度Ⅰ以上 １６０万人
MCI（軽度認知症） ３８０万人
合計 ８２０万人（高齢者全体の約２８．５％）

⇒なんと高齢者の

４人に１人以上



３．介護と障害
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KUWANA CENTRAL COMMUNITY SUPPORT CENTER

六華苑（旧諸戸清六邸）

人権・同和問題学習講座

鹿鳴館を建てたお雇い外国人
ジョサイア・コンドルの建築物です。
東京大学に銅像があります。
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障害者について

・平成２７年４月１日現在の桑名市の障害者の数
身体障害者 4,606人
知的障害者 877人
精神障害者 1,154人
・身体障害者手帳
１～６級（７級）
肢体不自由７級について２以上の障害がある場合に６級となる

・療育手帳
Ａ１（最重度）・Ａ２（重度）・Ｂ１（中度）・Ｂ２（軽度）
・精神保健福祉手帳
１～３級
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身体障害者について

・第１種と第２種の違いによって、
一部の公共交通機関で割引の対象等が異なる
・身体障害者：１８歳以上で手帳を所持している者
・身体障害者福祉法の対象
１８歳未満は身体障害児として児童福祉法の対象

・視覚障害者（１～６級）、聴覚障害（２～４・６級）、平衡
機能障害（３・５級）、音声機能・言語機能またはそしゃく
機能の障害（３・４級）、肢体不自由（１～７級）、心臓・じ
ん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸・小腸・ヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障
害（１～４級）
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知的障害者について

・知的障害者：実は定義がない
１８歳未満に発症し、知能指数（ＩＱ）７０未満
・知的障害者福祉法の対象
・手帳の名称や等級は、
都道府県・政令指定都市によって異なる
・三重県をはじめ多くは「療育手帳」
東京都は「愛の手帳」
埼玉県は「みどりの手帳」
名古屋市は「愛護手帳」など
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精神障害者について

・精神障害者：統合失調症、精神作用物質による
急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質
その他の精神疾患を有する者
・精神保健福祉法の対象
・診断書は標榜科に関わらず作成が可能
・認知症、知的障害、アルコール依存、薬物依存も含む
広い範囲を対象としている
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介護保険制度について

・日本で5つ目の社会保険 医療、年金、労災、雇用、介護

・介護保険のサービスを利用するには認定等が必要です

・３段階のサービス（以下の条件は原則です）
・①介護予防・生活支援サービス
基本チェックリストに該当する必要があります
または、要支援（１・２）認定での利用も可能

・②介護予防サービス
要支援（１・２）認定を受ける必要があります

・③介護サービス
要介護（１～５）認定を受ける必要があります

・利用にあたっては、地域包括支援センターに相談ください



20

要介護認定

・最大24ヶ月までの期間で認定
・その後も利用する場合は更新申請が必要
・状態が変化すれば、区分変更申請が必要
・認定によって
1ヶ月あたりに利用できる上限（支給限度額）が異なる

要介護状態区分 1ヶ月あたりの支給限度額

要支援１ 50,030円

要支援２ 104,730円

要介護１ 166,920円

要介護２ 196,160円

要介護３ 269,310円

要介護４ 308,060円

要介護５ 360,650円
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介護保険の保険者・被保険者

・保険者・・・桑名市

・利用できる被保険者
第１号被保険者・・・６５歳以上の方
第２号被保険者・・・４０歳以上、６５歳未満で、医療保険に

加入し、特定疾病により介護が必要な方

・16の特定疾病・・・①がん末期、②関節リウマチ、③筋委縮性側索硬
化症、④後縦靭帯骨化症、⑤骨折を伴う骨粗しょう症、⑥初老期における
認知症、⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン
病、⑧脊髄小脳変性症、⑨脊柱管狭窄症、⑩早老症、⑪多系統萎縮症、
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、⑬脳血管疾
患、⑭閉塞性動脈硬化症、⑮慢性閉塞性肺疾患、⑯両側の膝関節又は股
関節に著しい変形を伴う変形性関節症。
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介護予防・生活支援サービス事業

・平成27年4月から始まった新たなサービス

・基本チェックリスト25項目の一定の基準に該当する方について、
介護予防・生活支援サービスが利用できます

・従来、要支援認定を受けた方が利用していた
「介護予防通所介護（デイサービス）」、
「介護予防訪問介護（ホームヘルパー）」
が介護予防・生活支援サービスに順次移行します

・その他にも新たな訪問型、通所型のサービスがあります

・ご利用にあたっては地域包括支援センターへご相談を



桑名市の「介護予防・日常生活支援総合事業」

「サポーター」の「見える化」・創出 「通いの場」の「見える化」・創出「短期集中予防サービス」の創設

「栄養いきいき訪問」

「お口いきいき訪問」

「くらしいきいき教室」

「えぷろんサービス」

「おいしく食べよう訪問」

「『通いの場』応援隊」

「地域生活応援会議」を活用した
「介護予防ケアマネジメント」の充実

「エビデンス」に基づく
健康増進事業と一体的な介護予防事業の展開

管理栄養士が訪問栄養食事指導を提供。

歯科衛生士が訪問口腔ケアを提供。

リハビリテーション専門職が
アセスメント及びモニタリングに
関与しながら、医療・介護専門職等が
通所による機能回復訓練等と
訪問による生活環境調整等とを
組み合わせて一体的に提供。

シルバー人材センターの会員が
訪問による掃除、買物、外出支援、
調理、洗濯、ゴミ出し、話し相手等を提供。

食生活改善推進員が
訪問による食事相談、献立相談、
調理相談、体重測定等を提供。

ボランティアが
日常生活圏域の範囲内で
「シルバーサロン」又は「健康・ケア教室」の
利用のための移動支援を提供。

「シルバーサロン」

「宅老所」等において、
地域住民が相互に交流する機会を提供。

「健康・ケア教室」

地域住民に開放される
「通いの場」を対象として、
地域住民を主体として
運営された実績に応じ、
リハビリテーション専門職等を派遣。

「健康・ケアアドバイザー」

事業所において、地域交流スペース等を
活用するとともに、医療・介護専門職等と
ボランティアとで協働しながら、
介護予防教室を開催するなど、
地域住民が相互に交流する機会を提供。

○ 「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」に基づく
データ等を活用。
○ 「桑名ふれあいトーク」、
「桑名いきいき体操自主グループ活動スタート応援事業」等を実施。
○ 「高齢者サポーター養成講座」、
「桑名いきいき体操サポーター養成講座」等を開催。

○ 「桑名市介護支援ボランティア制度」を実施。

○ 桑名市地域包括支援センターにおいて、桑名市と一体になって、
要介護・要支援認定又は「基本チェックリスト」該当性判定の
申請及びそれに関する相談を受付。

○ 桑名市地域包括支援センターにおいて、桑名市と一体となって、
「地域生活応援会議」を活用して「介護予防ケアマネジメント」を
実施。

従前の介護予防
訪問介護に相当する
訪問型サービス
（平成２７～２９年度）

従前の介護予防
通所介護に相当する
通所型サービス
（平成２７～２９年度）
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一般高齢者 要支援者

（介護保険法第２条第４項及び第５条第３項）（介護保険法第２条第２項及び第５条第３項）

「桑名市地域包括ケア計画」の基本理念

在宅サービス 施設サービス要介護者

身近な地域での
多様な資源の「見える化」・創出

多職種協働による
ケアマネジメントの充実

施設機能の地域展開

『地域ケア会議』
『在宅医療・介護
連携推進事業』

『認知症施策推進事業』

『従来の在宅サービスと
異なる内容の

新しい在宅サービス』

『介護予防・日常生活支援
総合事業』

『生活支援体制整備事業』

介護予防に資する
サービスの提供

在宅生活の限界点を
高めるサービスの提供

健康の保持増進 能力の維持向上

セルフマネジメント（「養生」）

（介護保険法第４条第１項）

高齢者の尊厳保持・自立支援
（介護保険法第１条）
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身近な地域での多様な資源の「見える化」・創出

「サポーター」（地域住民）

高齢者サポーター、民生委員、食生活改善推進員、
シルバー人材センター、ボランティアグループ、民間事業者等

生活機能の向上
（運動、栄養、口腔、認知等）

「見える化」
・創出

専門職が専門的な
サービスの提供に

集中する

桑名市
桑名市地域包括支援センター
桑名市社会福祉協議会

（専門職等）

高齢者が介護保険を
『卒業』して地域活動に
『デビュー』する

「見える化」
・創出

短期集中予防サービス
（専門職）

保健師、看護師、管理栄養士、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士、
訪問介護員等

通所介護
（専門職）

訪問介護
（専門職）

通所

訪問

高齢者

高齢者サポーター、健康推進員、地区社会福祉協議会、
自治会、老人クラブ、ボランティアグループ、民間事業者等

「通いの場」（地域住民）

参加

参加

活動

心身機能

桑名市
桑名市地域包括支援センター
桑名市社会福祉協議会

（専門職等）

44
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多職種協働によるケアマネジメントの充実

高齢者
（介護保険の被保険者）

及びその家族

「地域ケア会議」の一類型としての「地域生活応援会議」

「地域包括支援センター長会議」等

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

「サービス担当者会議」

一般高齢者 要支援者 要介護者

介護保険を
『卒業』して
地域活動に
『デビュー』する

住み慣れた
環境で
生き生きと
暮らし続ける

桑名市
（介護保険の保険者）

桑名市地域包括支援センター
（桑名市の委託を受けた準公的機関）

サービス担当者
（医療、介護、予防、
日常生活支援等）

連携連携

多職種協働での支援

主任介護支援専門員

保 健 師

社 会 福 祉 士

管 理 栄 養 士

理 学 療 法 士

歯 科 衛 生 士
薬 剤 師 等

在宅サービス 施設サービス

在宅生活の限界点を
高めるケアマネジメント

介護予防に資する
ケアマネジメント

「セルフマネジメント（養生）」

作 業 療 法 士

言 語 聴 覚 士「生活支援コーディネーター
（ 地 域 支 え 合 い推 進 員 ） 」
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サ ー ビ ス 付 き
高齢者向け住宅

食 堂

ス タ ッ フ
ステーション

訪

問

介

護

配

食

自 宅医 療 機 関

自 宅

自 宅

医 療 機 関

事業所
介護
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施設機能の地域展開 （１）

短
期
入
所
生
活
介
護

訪
問

診
療

厨 房

訪
問
診
療

自 宅

短
期
入
所

生
活
介
護

施 設 在 宅

訪
問
看
護

ホール

通

所

介

護
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地域の「自宅」

地域の「道路」施設の「廊下」

施設の「部屋」

～施設と同じ安心を自宅に届ける「新しい在宅サービス」～
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おわりに

・「この子らを世の光に」
・糸賀一雄（滋賀県立特別支援学校近江学園の創立者）

・「この子らに世の光を」では、知的障がい児は哀れみを求める可
哀そうな立場になりますが、糸賀は障がい児自体を素晴らしい人格
の持ち主として「世の光」になるよう努力すべきだと主張しました。

・「わが国十何万の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほか
に、この国に生まれたる不幸を重ぬるものというべし」
・呉秀三（日本初の精神科病院東京都立松沢病院院長）

・呉は戦前の精神障がい者が病院あるいは自宅の座敷牢に監置さ
れている状況を嘆き、精神疾患を患った不幸の他に、十分な支援
制度が整っておらず、閉じ込めておくことしかできない日本に生ま
れたのはもうひとつの不幸であるとし、日本に生まれた不幸は改善
できることを主張しました。



ご清聴ありがとうございました
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